






５ その他 

（１） 手続きにおいて使用する言語及び通貨  日本語及び日本国通貨に限る。 

（２） 入札保証金及び契約保証金 

①入札保証金 免除。 

②契約保証金 納付。 

（３） 入札の無効  本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資

料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効と

する。 

（４） 落札者の決定方法  独立行政法人国立高等専門学校機構会計規則第３６条の規

程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で有効な入札を行った者のうち、

評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によ

っては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると

認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこと

となるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の

範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする

ことがある。 

（５） 配置予定監理技術者の確認  落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の

監理技術者等の違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、

種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差替えは

認められない。 

（６） 契約書作成の要否  要。 

（７） 関連情報を入手するための照会窓口 上記４（１）に同じ。 

（８） 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加  上記２（２）に掲げる一般

競争参加資格の認定を受けていない者も上記４（３）により申請書及び資料を提出

することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認

定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 

（９） 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本

方針」（平成２２年１２月７日閣議決定）において、独立行政法人と一定の関係を有

する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取

引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされている。 

 これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームペー

ジで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、契約

の締結を行うこと。 

 なお、契約の締結をもって同意されたものとする。 

１） 公表の対象となる契約先 

次のいずれにも該当する契約先 

① 当機構において役員を経験した者（役員経験者）が再就職していること

又は課長相当職以上の職を経験した者（課長相当職以上経験者）が役員、




